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500円
持 軍手・マスク・タオル

「　　　　　 」作り教室

ビーズアート教室
岡田サチコ先生

えいごであそぼう
ALTの先生

教室名・講師 日時・場所 内　容 対象者・定員 費用 申込締切

8月8日㊌
①9:30～10:30
②11:00～12:00
文化センター 工芸実習室

小学生
各回15人

小学1・2年生
各回15人

500円

無料
7月17日㊋

7月25日㊌・26日㊍
①9:45～10:30
②10:45～11:30
コミュニティセンター ホール

きらきらきれいなビー
ズで、可愛くてかっこ
いいブレスレットやス
トラップを作ろう！

英語で先生と歌を歌っ
たりゲームをしたり、
楽しくあそぼう！

対象者・定員

夏夏夏夏夏休休休休みみみだだかかららららででききるるここここここことと！！夏夏夏夏夏夏夏夏休休休みみみだだだだかかからららででできききるるるこここここここことととととと！！
教教教教教室室室ににに参参参加加加しししててていいいろろろろいいいいいろろろろろななななな体体体体体体験験験験験験ををををしししててててみみみみみよよよよよようううううううう！！！！子ども ときめき講座子ども ときめき講座

教室によって
申し込み先や
申込期間が違うので
気をつけてね！

いろいろな料理を家族みんなで作ります。
きょうだいでの参加も大歓迎です。
アレルギーなどについて心配な場合は、お気軽にご相談ください。

世界でひとつ、自分だけの
「まがたま」を作りませんか？

「　　　　　 」作り教室
（講師：食生活改善推進員）

日時・場所

8月1日㊌
①10:00～11:30
②13:30～15:00
文化財センター 体験学習室

申込締切

7月18日㊌

費用・持ち物

対象者・定員
小学生と保護者
（祖父母も可）
先着15組

日時・場所

8月5日㊐
10:00～13:30
保健センター 調理室

申込期間

7月17日㊋～19日㊍

費用・持ち物

参加者
大募集

   申し込み・問い合わせ先
文化財センター
〒370-3604 吉岡町大字南下1322-12
☎54-9443　　 54-9443

  申し込み・問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習室
〒370-3692
吉岡町大字下野田560番地
☎54-1054（直通）　 54-8448FAX

申し込み・
　問い合わせ先
保健センター
☎54-7744（直通）

親と子の料理教室親と子の料理教室

対象者・

か？？？？？？？

り

夏休み特別企画

・デコレーション寿司
・照り焼きれんこんバーグ
・じゃがいもとねぎの
　　とろとろスープ
・ミルクかん

Menu 変更する可能性あり

？
！

FAX

▶申し込み方法
★普通はがきまたはFAX
　①子ども氏名（フリガナ）　②性別　③学年　④電話番号
　⑤住所　⑥教室名（複数可）（⑦FAXで申し込む場合はFAX番号）
　を記入して送付してください。
★生涯学習室（文化センター）窓口
　9:00～17:00（土・日・祝日可）
▶注意事項
☆詳しくは、小学校で配布されたチラシをご覧ください。

小学生
（保護者同伴可）
各回20人

▶申し込み方法
　電話でお申し込みくだ
　さい。

おとな300円　こども200円
持 エプロン・三角巾▶申し込み方法

題名を「まがたま作り教室」として、
①子ども氏名（フリガナ）　②性別　③学年
④電話番号　⑤住所　を記入してFAXで送付し
　てください。
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県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る

と
き
に
、健
康
保
険
証
と
一
緒
に

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
提

示
す
る
と
、保
険
診
療
の
自
己
負

担
分
ま
で
を
町
が
助
成
し
ま
す
。

　
※
該
当
者
に
は
７
月
中
に
通
知
を

送
付
し
ま
す
。

　

中
学
生
ま
で
の
医
療
費
無
料
化

制
度
は
、社
会
全
体
で
子
ど
も
を

支
え
る
た
め
、皆
さ
ま
の
税
金
で

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。将
来
に

わ
た
り
維
持
し
て
い
く
た
め
、制

度
の
仕
組
み
や
目
的
を
ご
理
解
の

上
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

　

町
は
、身
体
障
害
・
知
的
障
害
の

あ
る
人
に
、理
容
美
容
利
用
券
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

１
枚
２
，０
０
０
円
分
で
、対
象

者
に
は
、７
月
に
は
が
き
で
交
付

し
ま
す
。（
年
間
１
枚
の
み
）

▼
対
象
者

　

４
月
１
日
時
点
で
、町
に
住
む

在
宅
の
身
体
障
害
者
手
帳
お
よ
び

療
育
手
帳
所
持
者
。

▼
利
用
方
法

　

は
が
き
に
署
名
・
押
印
の
上
、町

内
の
理
容
・
美
容
店
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※
町
内
の
各
理
容
・
美
容
店
へ
町

か
ら
協
力
依
頼
を
し
ま
す
が
、対

応
の
有
無
に
つ
い
て
は
、事
前
に

各
店
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
７
４
４（
直
通
）

ニュース

３ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成（
福
祉
医
療
制
度
）

申
請
・
更
新
が
必
要
で
す

緊急時の電話相談先
 ☎♯8000群馬子ども緊急相談

子どもの具合が悪くなったとき、保健師や看護師が電話
で相談に応じます。

ダイヤル回線、ＩＰ電話の場合は、
携帯電話から☎03-5524-8135へ ※通話料は有料です

月～土曜日 
日・祝・年末年始

18:00～翌朝8:00
  9:00～翌朝8:00受付時間 

区　　分 対　象　者 申請に必要なもの

子ども
出生時に申請 ０歳～中学校３年生 □健康保険証　□印鑑

申
請
・
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

重度心身障害者
（高齢重度障害者含む）
更新：３年に１度
※ただし、精神通院医療適
用者は３年に１度とは限
りません。

障害年金１級 □障害者年金証書
□健康保険証　□印鑑

身体障害者１・２・３級
※３級は入院のみ

□身体障害者手帳
□健康保険証　□印鑑

療育手帳Ａ判定 □療育手帳
□健康保険証　□印鑑

特別児童扶養手当１級 □特別児童扶養手当証書
□健康保険証　□印鑑

精神通院医療適用者
※精神通院のみ

□自立支援医療受給者証
□健康保険証　□印鑑

母子・父子家庭等
更新：１年に１度

・母子・父子家庭で18歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にある
児童とその扶養者
・父母のいない18歳に達する日以後
の最初の3月31日までの児童
※いずれも所得税非課税者

□健康保険証　□印鑑
□戸籍謄本（本籍地が町外の人）
□平成30年度の所得課税証明書
　（1月1日以降町に転入した人）

福祉医療費制度の対象者

身
体
障
害
・

身
体
障
害
・

知
的
障
害
の
あ
る
人
へ

知
的
障
害
の
あ
る
人
へ

理
容
美
容
利
用
券
の
交
付

理
容
美
容
利
用
券
の
交
付

申請・更新は

までに!
7月31日㊋

母
子
・
父
子
家
庭
等
の
対
象
者
、重

度
心
身
障
害
者
で
資
格
者
証
を
持

つ
人
は
、７
月
31
日
㊋
ま
で
に
申

請
・
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
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介
護
保
険
料
・
介
護
保
険
制
度
の
改
正

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
30
年
度
は
、３
年
ご
と
に

行
わ
れ
る
介
護
保
険
料
の
改
定
の

年
で
す
。介
護
保
険
料
の
額
は
、介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用

や
65
歳
以
上
の
人
の
所
得
な
ど
を

も
と
に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
所
得
段
階
に
応
じ
て
、基
準

額
に
割
合
を
か
け
た
も
の
が
介
護

保
険
料
の
金
額
と
な
り
ま
す
。詳

し
く
は
下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負

担
割
合
が
２
割
の
人
の
中
で
、特

に
所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合
が

３
割
と
な
り
ま
す
。①
②
を
両
方

満
た
す
人
が
対
象
で
す
。

①
65
歳
以
上
で
、本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
２
２
０
万
円
以
上

②
本
人
を
含
め
た
同
一
世
帯
の
65

歳
以
上
の
人
の
年
金
収
入
＋
そ
の

他
の
合
計
所
得
額
が
、

１
人
の
場
合
⬇
３
４
０
万
円
以
上

２
人
以
上
の
場
合
⬇
あ
わ
せ
て

４
６
３
万
円
以
上

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

町政ニュース

介
護
保
険
制
度
改
正

8月
から

平成30～ 32年度（第７期）介護保険料
所得段階 対　象　者 保険料率 保険料年額

第１段階

・生活保護受給者
・世帯全員が町民税非課税で、老齢年金受給者
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額
　の合計が80万円以下の人

基準額×0.45 ＝ 32,400円

第２段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が80万円を超え、120万円以下の人

基準額×0.75 ＝ 54,000円

第３段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が120万円を超える人

第４段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の人 基準額×0.9 ＝ 64,800円

第５段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計
所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える人 基準額 ＝ 72,000円

第６段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人 基準額×1.25 ＝ 90,000円

第７段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 基準額×1.5 ＝ 108,000円

第８段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.75 ＝ 126,000円

第９段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×2.0 ＝ 144,000円

第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人 基準額×2.25 ＝ 162,000円

基準額
保険料(年額) 

72,000円

　

認
知
症
や
障
害
な
ど
に
よ
る
行

方
不
明
者
の
早
期
発
見
・
保
護
に

役
立
て
る
た
め
、群
馬
県
全
域
で

事
前
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。顔
写
真
や
身
体
的
特
徴
な
ど

の
ほ
か
に
、希
望
す
る
人
は
静
脈

情
報
を
登
録
で
き
、自
分
自
身
で

住
所
な
ど
が
言
え
な
い
場
合
で
も

安
心
で
す
。

▼
対
象
者　

・
65
歳
以
上
の
人

・
認
知
症
や
認
知
症
の
疑
い
が
あ

　

る
人

・
障
害
な
ど
に
よ
り
行
方
不
明
と

　

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
人

▼
登
録
方
法　

登
録
用
紙（
個
人

票
・
同
意
書
）を
記
入
し
、顔
写
真

（
Ｌ
版
）２
枚
を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。静
脈
情
報
は
警
察
署

で
登
録
を
行
い
ま
す
。

▼
提
出
先　

高
齢
福
祉
室
、地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、警
察
署
の
い
ず
れ
か

▼
問
い
合
わ
せ
先　

（
役
場
）健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
４
３
２
３

6565
歳
以
上
は

歳
以
上
は

登
録
し
て
お
く
と
安
心
で
す

登
録
し
て
お
く
と
安
心
で
す

認
知
症
高
齢
者
な
ど
の

認
知
症
高
齢
者
な
ど
の

事
前
登
録
制
度

事
前
登
録
制
度
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ース

今月の納税今月の納税

納期限7月31日㊋
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

固定資産税…2期
国民健康保険税
介護保険料　　 　　　 …１期
後期高齢者医療保険料

国
民
健
康
保
険
税
の
見
直
し

納
付
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、軽
減
判
定
所
得
の
見
直
し
と
課
税
限
度
額
の

引
き
上
げ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。改
定
後
の
国
保
税
に
つ
い
て
は
、７
月
に
納
税

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。確
認
の
上
、期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

軽減判定所得の
見直し

課税限度額の
引き上げ

　世帯（加入者と世帯主）の総
所得に応じて、均等割額・平等
割額が軽減される制度です。
地方税法の改正に伴い、５割・
２割軽減の範囲が拡大されま
した。

▼問い合わせ先
　財務課 税務室
　☎26‒2237（直通）

　下の表は、改定後の税率・課税限度額での計算方法で
す。医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分それぞ
れを計算した金額の合算額が保険税額となります。

軽減割合 世帯（世帯主と加入者）の総所得

７割軽減 33万円以下（改正なし）

５割軽減
改正前 33万円+（27万円×加入者数）以下

改正後 33万円+（27万5千円×加入者数）以下

２割軽減
改正前 33万円+（49万円×加入者数）以下

改正後 33万円+（50万円×加入者数）以下

医療保険分
（すべての被保険者）

後期高齢者支援金分
（すべての被保険者）

介護保険分
（40～ 64歳の被保険者）

所得割
世帯の加入者全員の
課税所得金額×6.7%

世帯の加入者全員の
課税所得金額×2.2%

世帯の加入者全員の
課税所得金額×1.6%

※課税所得金額＝前年の総所得金額ー基礎控除33万円

均等割 世帯の加入者数×27,400円 世帯の加入者数×8,400円 世帯の加入者数×6,700円

平等割 １世帯につき25,800円 １世帯につき9,200円 １世帯につき7,600円

課税限度額
改定前540,000円➡

改定後580,000円
190,000円 160,000円

※加入者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度へ移
　行した人も含みます。

パパ（42）
年収400万円
（課税所得233万円）

ママ（38）
専業主婦

娘（13）
中学１年生

所得割

医療保険分

（端数切り捨て）

均等割

平等割

156,110円
＋

＋

＋

＝

82,200円

25,800円

264,100円

後期高齢者支援基金分

51,260円
＋

＋

＋ ＝

＝

25,200円

9,200円

85,600円

介護保険分

37,280円
＋

＋

＝

6,700円

7,600円

51,500円 401,200円
年額

約44,500円

1期あたりの
国保税は

吉岡家
の場合

※課税限度額を超える部分は課税されません。
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現
役
並
み

現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上

現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上

現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上

一　般 課税所得145万円未満

住
民
税

非
課
税

低所得者Ⅱ 住民税非課税

低所得者Ⅰ 住民税非課税で、年金収入80万円以下など

●70～74歳の国保加入者
●後期高齢者医療被保険者 です。
   （75歳以上のすべての人）

70歳以上の人とは、

高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更

70
歳
以
上
の
皆
さ
ま
へ

　

す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
社
会
を
維
持
す
る
た
め
、

世
代
間
の
公
平
を
図
る
も
の
で
す
。70
歳
以
上
の
人
は
、平
成
30
年
８
月
か
ら

高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

高額療養費
制度とは？

高額介護合算
療養費とは？

ひと月に支払った医療費が高額になった場合に、決められ
た上限額を超えた分を払い戻す制度です。上限額は、個人も
しくは世帯の所得に応じて決まっています。

医療費と介護保険サービスを
利用したときに支払った額を
世帯内で合算して、限度額を超
えた分が支給されます。

所得区分
外来＋入院（世帯ごと）

外来（個人ごと）

現役並み
所得者 57,600円

80,100＋
（医療費－267,000円）

×１％
※〈多数回44,400円〉

一般

14,000円

（年間上限
144,000円）

57,600円
※〈多数回44,400円〉

低所得者
Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者
Ⅰ 15,000円

所得区分 限度額

現役並み
所得者 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ 19万円

所得区分 限度額

現役並み
所得者Ⅲ 212万円

現役並み
所得者Ⅱ 141万円

現役並み
所得者Ⅰ 67万円

一般 56万円

低所得者Ⅱ 31万円

低所得者Ⅰ※ 19万円

所得区分
外来＋入院（世帯ごと）

外来（個人ごと）

現役並み
所得者Ⅲ

252,600円+（医療費－842,000円）×1％
※＜多数回140,100円＞

現役並み
所得者Ⅱ

167,400円+（医療費－558,000円）×1％
※＜多数回93,000円＞

現役並み
所得者Ⅰ

80,100円+（医療費－267,000円）×1％
※＜多数回44,400円＞

一般 18,000円
（年間上限144,000円）

57,600円
※〈多数回44,400円〉

低所得者
Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者
Ⅰ 15,000円

平成30年7月まで 平成30年8月から

※過去12カ月以内に、3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。 

※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、
　限度額の適用方法が異なります。

▼問い合わせ先
　健康福祉課 保険室  ☎26‒2249（直通）

国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得早見表（6～7ページ）

平成30年7月まで 平成30年8月から
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限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
申
請
・
更
新

窓
口
で
支
払
う
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き

　

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
は
、１
カ
月
間
に
か

か
る
医
療
費
の
窓
口
で
の
支
払
い

を
一
定
額
に
抑
え
、入
院
時
の
食

事
代
を
減
額
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
交
付

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。入

院
の
予
定
が
あ
る
人
や
、医
療
費

不
可
）

□
世
帯
主
と
認
定
証
が
必
要
な
人

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
も
し
く

は
通
知
カ
ー
ド

□
写
真
付
身
分
証
明
書

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

新
し
い
被
保
険
者
証
は
茶
色
で
す

　

医
療
機
関
で
提
示
す
る
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
、８
月

１
日
か
ら
茶
色
に
な
り
ま
す
。８

月
以
降
、今
ま
で
の
緑
色
の
被
保

険
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

短
期
被
保
険
者
証

　

通
常
、被
保
険
者
証
の
更
新
期

間
は
１
年
間
で
す
が
、保
険
料
の

滞
納
状
況
に
よ
り
、有
効
期
間
の

短
い
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。さ
ら
に
、特
別
な

理
由
が
な
く
納
付
状
況
が
改
善
し

な
い
と
き
は
、医
療
費
が
い
っ
た

ん
全
額
負
担
に
な
る
資
格
証
明
書

を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

　

被
保
険
者
証
裏
面
の
臓
器
提
供

意
思
表
示
欄（
任
意
）に
記
入
す
る

こ
と
で
、提
供
意
思
を
表
示
で
き

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

（
役
場
）健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
２
５

所得区分 自己負担割合

現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ ３割

現役並み所得者Ⅱ・Ⅰのうち、①～③に該当する人  
　①被保険者が同一世帯に１人で収入額が383万円未満の人
　②被保険者が同一世帯に２人以上で、収入額合計が520万円未満の人
　③同一世帯に70～ 74歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額合計が520万円未満の人

申請により
１割

一般
１割

低所得者Ⅱ・Ⅰ

医療費の自己負担割合 平成31年７月末までの自己負担割合は、同一世帯の被保険者
の平成30年度の住民税課税所得により判定されます。 

が
高
額
に
な
る
人
は
、

事
前
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。な
お
、現
在
交

付
さ
れ
て
い
る
認
定
証

な
ど
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
㊋
で
す
。引
き

続
き
必
要
な
場
合
は
、

更
新
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※
認
定
証
な
ど
が
な
く

て
も
、限
度
額
を
超
え

た
支
払
額
は
、高
額
療

養
費
の
申
請
に
よ
り
後

日
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
手
続
き
場
所

健
康
福
祉
課 

保
険
室

（
④
窓
口
）

▼
必
要
な
も
の

□
保
険
証

□
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印

所得区分 認定証種別 手続き

国
民
健
康
保
険

70歳未満
限度額適用認定証
または限度額適用・
標準負担額減額認定証

認定証が必要な人は、
手続きをしてください。

70
〜
74
歳

現役並み
所得者Ⅱ・Ⅰ

限度額適用認定証
（H30年8月から新設）

低所得者Ⅱ・Ⅰ 限度額適用・
標準負担額減額認定証

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

75
歳
以
上

現役並み
所得者Ⅱ・Ⅰ

限度額適用認定証
（H30年8月から新設）

低所得者Ⅱ・Ⅰ 限度額適用・
標準負担額減額認定証

認定証が必要な人は、
手続きをしてください。
※ただし、前年度認定証の交付を
受け、今年度も該当する人には、
新しい被保険者証と一緒に送付
します。



　

平
成
30
年
度
の
保
険
料
は
、月

額
１
６
，３
４
０
円
で
す
。

▼
保
険
料
の
納
付
方
法

①
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

で
納
付

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
納
付

④
口
座
振
替
で
納
付

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、保
険
料

の
未
納
者
に
対
し
て
、早
期
に
納

付
す
る
よ
う
案
内
を
行
っ
て
い
ま

す
。未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、督

促
状
が
送
付
さ
れ
、指
定
の
期
限

ま
で
に
納
付
が
無
い
場
合
は
、延

滞
金
を
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、納
付
義
務
者（
被
保
険
者
本

人
、連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を

負
う
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
）の

財
産
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。早
め
の
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

（
役
場
）健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）
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人
権
擁
護
委
員
に
越
石
さ
ん

悩
み
や
心
配
ご
と
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い

水
路
に
草
刈
り
後
の
草
や
ご
み
な
ど
を
捨
て
な
い
で
！

農
業
者
や
付
近
の
住
民
が
困
っ
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

７
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す

　

４
月
１
日
付
で
、法
務
大
臣
か

ら
、越
石
真
理
子
さ
ん（
陣
場
）が

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
相
談
は
、毎
月
第
２
木
曜

日
に
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行
っ

　

草
刈
り
後
の
草
や
ご
み
が
原
因

で
水
路
が
詰
ま
っ
た
り
、水
が
あ

ふ
れ
た
り
し
て
、民
家
や
田
畑
・
道

路
に
被
害
が
出
て
い
ま
す
。ま
た
、

水
路
を
利
用
で
き
な
く
な
る
ケ
ー

ス
も
多
く
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

水
路
の
詰
ま
り
や
、そ
れ
に
よ

る
水
の
あ
ふ
れ
は
、水
路
を
利
用

す
る
農
業
者
や
付
近
の
住
民
に
大

変
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。水
路
へ
草
や
ご
み
な
ど
を
捨

て
な
い
よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９（
直
通
）

て
い
ま
す
。詳
し
い
日
程
は
広
報

よ
し
お
か
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、万
一
、障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、保
険
料
免
除
制
度
や
納

付
猶
予
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

役
場
の
保
険
室
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。申
請
書
は
窓
口

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

失
業
な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が

経
済
的
に
困
難
に
な
り
、申
請
を

忘
れ
て
い
て
未
納
期
間
が
あ
る
人

な
ど
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
２
年
１
カ
月
前
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
、さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

水路が詰まり、道路に水があふれている
水路に詰まっていた草やごみ

平成30年度の
免除などの審査は、

の期間が対象です。

平成30年７月分～
平成31年６月分



▼
期
日　

10
月
14
日
㊐

▼
時
間　

午
前
９
時
〜
正
午

▼
場
所　

高
崎
経
済
大
学

▼
受
験
料　

８
，５
０
０
円

▼
申
込
書
配
布
期
間

８
月
１
日
㊌
〜
31
日
㊎

▼
申
込
書
配
布
場
所

上
下
水
道
課 

下
水
道
室

▼
申
し
込
み
方
法

指
定
の
封
筒
で
申
込
書
一
式
を

「
東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社
」へ
郵
送

▼
申
込
期
限

８
月
31
日
㊎
※
消
印
有
効

町政ニュース
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合
理
的
配
慮
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

ご
存
知
で
す
か
？
障
害
者
差
別
解
消
法

成
人
式
の
ご
案
内

新
成
人
の
門
出
を
祝
う

責
任
技
術
者
の
資
格
更
新

下
水
道
排
水
設
備
工
事
指
定
店
へ
の
お
願
い

　

障
害
者
差
別
解
消
法
は
、障
害

を
理
由
と
し
た
不
当
な
差
別
の
取

り
扱
い
を
禁
止
し
、障
害
者
の
申

し
出
に
応
じ
て
合
理
的
配
慮
の
提

供
を
行
い
ま
す
。

▼
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の
例

●
窓
口
対
応
を
拒
否
す
る

●
説
明
会
な
ど
の
出
席
を
拒
む

●
障
害
を
理
由
と
し
た
不
当
な
条

　

件
を
つ
け
る
な
ど

▼
期
日　

平
成
31
年
１
月
13
日
㊐

▼
時
間　

午
前
10
時
〜

（
午
前
９
時
30
分
受
付
開
始
）

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

▼
合
理
的
配
慮
の
例

●
必
要
に
応
じ
て
筆
談
や
代
読
を

　

す
る

●
段
差
が
あ
る
所
を
補
助
す
る

●
周
囲
の
理
解
を
得
た
上
で
手
続

　

き
の
順
番
を
変
更
す
る
な
ど

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
広
域
障
害
福
祉
な
ん
で
も
相

談
室

☎
30
・
０
２
９
４

群
馬
県
障
害
者
差
別
相
談
窓
口

☎
０
２
７
・
２
５
１
・
１
１
６
６

▼
対
象
者　

　

平
成
10
年
４
月
２
日
〜
平
成
11

年
４
月
１
日
生
ま
れ
で
、町
内
に

住
所
を
有
す
る
人
、ま
た
は
吉
岡

中
学
校
を
卒
業
し
た
人
。

※
対
象
者
に
は
11
月
下
旬
に
案
内

は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
室

☎
54
・
１
０
５
４（
直
通
）

　

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
資
格
の
有
効
期
限
は
５
年
で

す
。平
成
30
年
度
が
期
限
と
な
る

責
任
技
術
者
は
講
習
を
受
講
し
な

い
と
資
格
が
失
効
し
ま
す
。町
内

の
指
定
工
事
店
で
は
、自
社
の
責

任
技
術
者
の
資
格
更
新
の
状
況
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
30
年
度
に

　

資
格
が
失
効
す
る
人

　

排
水
設
備
責
任
技
術
者
証
の
有
効

期
限
が
平
成
31
年
３
月
31
日
の
人
。

※
対
象
者
に
は
自
宅
へ
書
類
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

▼
申
込
期
限

７
月
31
日
㊋

昨年の様子

▼
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課 

下
水
道
室　

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
資
格
認
定
共
通
試
験

こ
れ
か
ら
資
格
を
取
る
人
は…

問い合わせ先
財務課 税務室
☎26-2237（直通）

期日  7月18日㊌
時間  13:30～16:00
場所  役場２階
　　  第１会議室

無料
税務相談
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「男女共同参画社会」って何だろう？

多様で柔軟な働き方で、みんなが変わる、社会が変わる
～はじめの一歩は男性の家事・育児・介護から！～

　内閣府は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート」を毎年公表しています。
2017年のレポートでは、今後重点的に取り組む課題として「仕事と家事・育児・介護の両立」が特集
されました。広報よしおかでは、最新の情報と今後の課題についてご紹介していきます。
　家事・育児・介護などに参加する男性の割合は依然として低い状態です。「平成28年社会生活基本
調査」によると、６歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児関連時間は１日あたり83分で、平成23
年の同調査から16分増加しました。その内訳は、家事17分、看護・介護1分、育児49分、買い物16
分です。男女差は相変わらず大きく、数値目標に向かって進歩してはいるものの、順調とはいえない
状況です。

●問い合わせ先　町民生活課 町民サービス室  ☎26-2244（直通）

６歳未満の子どもをもつ夫の家事・育児関連時間（１日あたりの内訳）
＜妻＞

0

100

1996

200

300

400

500
（分/日） ＜夫＞

＜妻＞ ＜夫＞
日　本
米　国
英　国
フランス
ドイツ
スウェーデン
ノルウェー

６歳未満の子どもをもつ妻・夫の家事・育児関連時間（１日あたり） －国際比較－

（備考）
１．総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．家事・育児関連時間（太字の値）は、「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計（週全体）。

１．Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”（2004）、Bureau of Labor Statistics of the 
U.S. ”American Time Use Survey”（2016）及び総務省「社会生活基本調査」（2016年）より作成。
２．日本の数値は、「夫婦と子どもの世帯」に限定した妻・夫の１日あたりの「家事」、「介護・看護」、「育児」および「買い物」の合計時間（週全体）。
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1：23

1:00 2:46

0:40

0:59 3:00

1:07 3:21

1:13 3:12

家事 介護・看護 育児 買い物



６月２日㊏、親と子のよい歯のコンクールが開催されました。
町からは市村さん親子が代表で参加し、スマイル大使に選ばれました。
６月２日㊏、親と子のよい歯のコンクールが開催されました。
町からは市村さん親子が代表で参加し、スマイル大使に選ばれました

親と子のよい歯のコンクール

日頃気をつけていることは、

朝晩必ず仕上げ磨きをすることと、

３カ月に１回は必ず歯科受診を

することです。

たれました

めぐみめぐみさんさんめぐみさん

あおいあおい

碧海碧海ちゃんちゃん
あおい

碧海ちゃん

内　容 日　時 対　象　者 摘　　　要
３歳児健診 ３日㊎ 平成27年５月生まれ 詳細は通知をご覧ください。

１歳６カ月児健診 ７日㊋ 平成29年１月生まれ 詳細は通知をご覧ください。

運動発達の相談
（作業療法士） ７日㊋ 13：30~16：30 子どもの運動発達の面で

アドバイスが欲しい人

相談内容：子どもの運動発達に関すること（いざり・ハ
イハイしない・お座りができないなど）
相談員：作業療法士
　保健センターに電話で事前予約をしてください。

子育て相談会 10日㊎ 10：00~12：00
30日㊍ 14：00~16：00 子育てに関して相談のある人

相談内容：子どもの発達や子育てに関すること
相談員：心理士（または保健師）
　保健センターに電話で事前予約をしてください。

障 害 福 祉
なんでも相談室

13日㊊ 13：00~17：00
（15~17時は手話通訳者設置） 障害のある人とその家族

相談内容：サービスを使いたい、仕事がしたい、悩みご
とがあるなどなんでもご相談ください。

健康相談 18日㊏ ・ 26日㊐ 
10：00~11：30、13：00~15：00
※18日㊏は遊びに利用できません

健康相談のある人 相談内容：子育て・健康管理・その他健康に関すること
相談員：保健師

母子手帳交付 妊婦 妊娠届出書を持参してください。

子育て教室 18日㊏ 受付 14:00~14:15 平成29年12月～
平成30年3月生まれ 親子リトミック・栄養の話をします。

２歳児歯科健診 22日㊌ 平成28年６月１日～
７月15日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

ことばの相談 22日㊌ 14：00~16：00 子どものことばの面で
アドバイスが欲しい人

相談内容：子どものことばに関すること
　　　　　（発音・ことばの数が少ないなど）
相談員：言語聴覚士
　保健センターに電話で事前予約をしてください。

わくわくあそび 29日㊌
 ♪必ず10時までに集合

1歳6カ月～未就学児と保護者
集団遊びやリズム遊びをします。
　生涯学習室 ☎ 54-1054（直通）

母 乳 相 談 30日㊍
受付 9：30~10：00 乳幼児と親または家族

相談内容：授乳 ( 乳房トラブル）、
離乳食のことなど
相談員：助産師・栄養士・保健師
母子手帳を持参してください。

問

申込
不要

申込
不要

申込
不要

健康づくり
保健センター ☎54-7744

11 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

８月 保健センター健康ガイド
※日程が変更になる場合があります。　※乳幼児健診の受け付けは13:00~13:15です。
　平成30年度吉岡町けんこうガイドや町ホームページもあわせてご覧ください。
　なお、７月の予定は広報６月号12ページをご覧ください。

★育児・介護 • 医療でお困りの人は「よしおか健康No.1 ダイヤル 24」　　0120-026-103 へ！（年中無休・通話無料）

申

申

申

土
日
開
催

　乳歯の虫歯は永久歯に
も影響を与えます。「どうせ
生えかわるから」と思わず、
乳歯のうちから虫歯予防を
しっかり行いましょう。
　町では、１歳６カ月児健
診・２歳児歯科健診・３歳
児健診のときに、希望者
にフッ素塗布を行ってい
ます。
※ただし、３カ月以内に歯
科医院などでフッ素塗布
を受けた場合は、健診の
ときに受けられません。
▶問い合わせ先
保健センター
☎54‒7744（直通）
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くらしの便利帳

国
土
交
通
省
か
ら
の
緊
急
告
知

　

国
土
交
通
省
で
は
、タ
カ
タ
製

エ
ア
バ
ッ
グ
の
リ
コ
ー
ル
改
修
を

促
進
す
る
た
め
、異
常
破
裂
す
る

危
険
性
が
高
い
未
改
修
車
に
つ
い

て
、平
成
30
年
５
月
か
ら
車
検
で

通
さ
な
い
措
置
を
と
っ
て
い
ま

す
。対
象
車
に
乗
る
人
は
、一
刻
も

早
く
改
修
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
車
両
の
確
認
方
法

「
リ
コ
ー
ル
情
報
検
索
ア
プ
リ
」　

（　

https://w
w
w
.jaspa.or.jp/

user/m
ycar/application/

recallsearch.htm
l

）で
措
置
対

象
か
ど
う
か
確
認
で
き
ま
す
。

　

国
交
省
タ
カ
タ
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
３
・
６
７
４
７
・
９
５
７
５

農
業
経
営
収
入
保
険
が
開
始

　

平
成
31
年
１
月
か
ら
、農
業
者

の
経
営
努
力
で
は
避
け
ら
れ
な

い
、自
然
災
害
や
市
場
価
格
の
低

下
な
ど
、収
入
減
少
を
総
合
的
に

補
て
ん
す
る
収
入
保
険
が
始
ま
り

ま
す
。

　

農
産
物
な
ら
す
べ
て
対
象（
収

入
を
補
償
す
る
類
似
制
度
は
除

く
）と
な
り
、収
入
保
険
に
加
入
し

て
い
れ
ば
、農
業
経
営
者
ご
と
の

平
均
収
入
の
８
割
以
上
の
収
入
が

確
保
さ
れ
ま
す
。

慰
霊
友
好
親
善
事
業

　

先
の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し

た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し

て
、慰
霊
友
好
親
善
事
業
の
参
加

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、慰

霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、現
地
の

住
民
と
交
流
を
図
る
事
業
で
す
。

※
平
成
29
年
度
参
加
者
以
外
の
人

は
、複
数
回
の
応
募
が
可
能
で
す
。

日
程
・
実
施
地
域
な
ど
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

１
人
10
万
円

　

㈶
日
本
遺
族
会
事
務
局

☎
０
３
・
３
２
６
１
・
５
５
２
１

聴
覚
障
害
者
の
た
め
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座

（
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
）

　

手
話
の
基
本
を
学
び
、い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
の
手
話
表
現
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
学
び
ま
す
。

　

10
月
２
日
〜
11
月
20
日
の
毎
週

火
曜
日（
全
８
回
）

　

午
後
６
時
45
分
〜
午
後
８
時
45
分

　

群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

　

聴
覚
障
害
者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座（
ス
タ
ー
ト

コ
ー
ス
）を
修
了
し
た
人
。ま
た

は
、県
内
に
居
住
す
る
聴
覚
障
害

者
と
そ
の
家
族
で
、他
の
講
座
な
ど

で
手
話
を
学
ん
だ
経
験
の
あ
る
人
。

　

10
人（
聴
覚
障
害
者
優
先
）

　

無
料

　

往
復
は
が
き
に
①
住
所
②
氏
名

（
フ
リ
ガ
ナ
）③
性
別
④
年
齢
⑤
職

業
⑥
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
話
番
号
⑦

聴
覚
障
害
の
有
無（
無
の
場
合
は

問
URL

　

今
年
の
秋
か
ら
加
入
手
続
き
が

始
ま
り
、青
色
申
告
の
実
績
が
１

年
分
あ
れ
ば
加
入
で
き
ま
す
。詳

し
く
は
、最
寄
り
の
農
業
共
済
組

合
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
ぐ
ん
ま
渋
川
支
所

☎
26
・
２
６
０
０

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
ぐ
ん
ま
本
所

☎
０
２
７
・
２
５
１
・
５
６
３
１

問期時場対定費申

聴
覚
障
害
者
と
の
関
係
）を
記
入

し
て
申
し
込
み
先
へ
郵
送
。

▼
申
込
受
付
期
間

８
月
20
日
㊊
〜
９
月
３
日
㊊
必
着

　
　

〒
３
７
１

－

０
８
４
３

前
橋
市
新
前
橋
町
13

－
12

群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

３
階

群
馬
県
聴
覚
障
害
者
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ「
聴
覚
障
害

者
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
講
座
」係

☎
０
２
７
・
２
５
５
・
６
６
３
３

　

０
２
７
・
２
５
５
・
６
６
３
４

申
問

費問

教室名 日時 対象者 内容・持ち物 定員 申し込み方法

習字教室
7月26日㊍
または27日㊎
9:30 ～ 11:30

町内在住の
小学生

半紙・習字道具
※条幅を書く人は、申し込み
のはがきに条幅希望と記載の
上、条幅用半紙・条幅用下敷き
を持参してください。

20人

往復はがきに
教室名、希望日、住所
氏名、学年、電話番号
を記入し、7月17日㊋まで
に下記へ送付

〒370-3604
吉岡町南下1333-4
吉岡町社会福祉協議会
「小学生向け教室」係

ポスター教室
8月2日㊍
または3日㊎
9:30 ～ 11:30

絵の具・画用紙・筆記用具

※画用紙に下書きをしてきて
ください。

20人

囲碁・将棋
体験教室

8月18日㊏
9:30 ～ 11:30

町内在住で、囲
碁・将棋に興味
がある人（親子
同伴可）

初心者にも囲碁・将棋の面
白さを知ってもらうための
体験教室です。

なし
社会福祉協議会（☎54-3930）
へ電話

老人福祉センターで行われる教室の参加者募集老人福祉センターで行われる教室の参加者募集

　　　　　　 ＝費用　　 ＝申し込み　　 ＝問い合わせ先費 申 問



13 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

赤
城
ふ
れ
あ
い
の
森
ま
つ
り

　

木
工
工
作
教
室
、塗
り
絵
コ
ン

テ
ス
ト
、ネ
イ
チ
ャ
ー
ク
ラ
フ
ト

作
り
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

７
月
28
日
㊏

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　

Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｕ
ふ
れ
あ
い
の
森

赤
城（
県
立
森
林
公
園
赤
城
ふ
れ

あ
い
の
森
）

　

森
の
木
の
ま
つ
り（
赤
城
ふ
れ

あ
い
の
森
ま
つ
り
）実
行
委
員
会

事
務
局（
県
森
林
組
合
連
合
会
内
）

☎
０
２
７
・
２
６
１
・
０
６
１
５

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏

振
興
整
備
組
合
職
員
採
用
試
験

▼
職
種

一
般
行
政
職
お
よ
び
消
防
職（
救

急
救
命
士
有
資
格
者
を
含
む
）

▼
採
用
予
定
人
員

（
平
成
31
年
４
月
１
日
採
用
）

一
般
行
政
職

①
一
般
事
務　

若
干
人

②
建
築
技
師　

若
干
人

消
防
職　

７
人
程
度

▼
受
験
資
格　

日
本
国
籍
を
有

し
、次
の
職
種
別
要
件
を
満
た
す

人（
す
べ
て
平
成
31
年
３
月
卒
業

見
込
者
を
含
む
）

一
般
行
政
職

①
昭
和
59
年
４
月
２
日
以
降
に
生

期時場問

ま
れ
た
人

②
大
学
卒
業
者
、短
期
大
学
卒
業

者
、高
等
学
校
卒
業
者
ま
た
は
高

等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

③
建
築
技
師
に
つ
い
て
は
、建
築

学
科
卒
業
な
ど
、専
門
知
識
を
有

す
る
こ
と

消
防
職

①
平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人

②
大
学
卒
業
者
、短
期
大
学
卒
業

者
、高
等
学
校
卒
業
者
ま
た
は
高
等

学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

③
消
防
官
と
し
て
職
務
遂
行
に
必

要
な
身
体（
四
肢
関
節
機
能
を
含

む
）が
健
全
で
あ
る
こ
と

④
採
用
後
は
渋
川
広
域
圏
内
に
居

住
で
き
る
こ
と

▼
試
験
日
な
ど

第
一
次
試
験　
　

９
月
16
日
㊐

　

渋
川
市
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー

第
二
次
試
験　
　

10
月
中
旬
予
定

※
第
一
次
試
験
合
格
者
に
通
知

▼
申
込
書
配
布
場
所　

広
域
組
合

事
務
局
総
務
課
、消
防
本
部
総
務

課
、渋
川
広
域
圏
内
市
町
村
役
場

▼
申
し
込
み
方
法　

申
込
書
、写

真（
６
カ
月
以
内
に
撮
影
・
縦
４
㎝

×
横
３
㎝
）、資
格
証
明
書
の
写
し

（
救
急
救
命
士
有
資
格
者
の
み
）を

広
域
組
合
事
務
局
総
務
課
ま
た
は

消
防
本
部
総
務
課
へ
直
接
提
出

▼
申
込
期
間

８
月
１
日
㊌
〜
17
日
㊎

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
９
時

〜
午
後
５
時

期期

場

問　広域組合事務局 総務課
　☎60‒5200
　消防本部 総務課
　☎25‒4191

公益財団法人群馬県市町村振興協会公益財団法人人 村振興協会人群馬県市町村 興協会
発売期間７/９㊊～８/３㊎

公益財団法人人 村振人群馬県市町村 興協会団法人人 村振人群馬県市町村 興協会
期間発売期 ７/９㊊～８/３㊎

サマージャンボ７億円（1等５億円・前後賞各1億円
あわせて）

サマージャンボミニ7,000万円（１等５千万円・前後賞各１
千万円あわせて）

この宝くじの収益金は
市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。

各１枚300円
7月9日㊊２種類同時発売!

平成31年度  春採用の自衛官を募集
募集種目 受験資格 受付期間 一次試験日

自衛官候補生
（陸は２年、海・空は３年の任期制自衛官）

18歳以上27歳未満の者

年間を通じて
受け付けています

男　子
9月1日㊏～ 11月23日㊎㊗
※いずれか１日を指定されます

女　子
9月25日㊋・10月6日㊏・11月18日㊐

※いずれか１日を指定されます

一般曹候補生
（曹となる自衛官を養成）

7月1日㊐～ 9月7日㊎

9月22日㊏・23日㊐
※いずれか１日を指定されます

航空学生
（海・空のパイロットなどになる幹部自衛官を養成）

高校卒（見込み含む）
18歳以上23歳未満の者

※ただし、空は18歳以上21歳未満の者
9月17日㊊㊗

防衛大学校・一般前期
（幹部自衛官を養成する学校）

高校卒（見込み含む）
18歳以上21歳未満の者 9月5日㊌～ 28日㊎

11月3日㊏㊗・4日㊐

防衛医科大学校・医学科学生
（自衛隊の医師を養成する学校） 10月27日㊏・28日㊐

防衛医科大学校・看護学科学生
（自衛隊の看護師を養成する学校） 10月20日㊏

自衛官等募集
相談会の開催

自衛官に関することや受験について、いろいろな話が
できます。お気軽にお越しください。
　８月７日㊋　　13:00～15:00　　文化センター期 時 場

▼資料請求・問い合わせ先
　自衛隊群馬地方協力本部　前橋募集案内所
　〒371‒0016　前橋市城東町２‒１‒９
　　☎027‒233‒8960

＝期日　　 ＝時間　　 ＝場所　　 ＝対象　　 ＝定員　　　　　　　期 時 場 対 定



　

社
会
体
育
館
・
吉
岡
中
体
育
館

　

町
内
在
住
の
既
婚
家
庭
婦
人

（
未
婚
者
は
30
歳
以
上
）

※
１
部
優
勝
・
準
優
勝
・
第
３
位
チ

ー
ム
は
渋
川
地
区
広
域
圏
大
会
へ

派
遣
さ
れ
ま
す
。

代
表
者
会
議　
　

８
月
９
日
㊍

　

午
後
７
時
30
分

　

文
化
セ
ン
タ
ー
視
聴
覚
室

142018. ７

夏
の
町
民
ハ
イ
キ
ン
グ

　

標
高
２
，７
０
０
ｍ
の
乗
鞍
山

頂（
畳
平
）は
、高
山
植
物
の
お
花

畑
、20
〜
50
分
で
初
心
者
で
も
手

軽
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
魔
王

岳
、大
黒
岳
、富
士
見
岳
登
山
、

１
０
０
分
程
度
で
行
く
こ
と
が
で

き
る
中
級
者
向
け
の
乗
鞍
岳
剣
が

峰
登
山
な
ど
を
楽
し
め
ま
す
。平

成
最
後
の
夏
の
思
い
出
に
。

　

８
月
５
日
㊐

　

午
前
４
時
50
分
集
合

　

午
前
５
時
10
分
出
発

　

乗
鞍
岳

　

50
人

　

４
，５
０
０
円（
バ
ス
代
・
保
険

代
込
み
）

　

７
月
22
日
㊐
午
前
９
時
か
ら
文

化
セ
ン
タ
ー
で
受
け
付
け
開
始
。

参
加
費
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。返
金
は
出
来
ま
せ
ん
。

※
１
人
に
つ
き
２
人
分
ま
で
申
し

込
み
可
。

　

歩
こ
う
会
事
務
局 

飯
塚
裕
美
子

☎
０
８
０
・
１
２
７
９
・
６
９
１
８

第
48
回
町
民
武
道
大
会 

弓
道
の
部

　

８
月
５
日
㊐

　

午
前
９
時
開
会

　

町
弓
道
場

　

町
内
在
住
・
在
勤
の
弓
道
愛
好
者

　
（
個
人
戦
）２
段
以
下
の
部
・
３

段
以
上
の
部
・
総
合
の
部

　

７
月
20
日
㊎

　
　

体
協
弓
道
部
部
長

高
村
哲
夫　

☎
54
・
９
４
２
２

第
４
回
町
民
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
大
会

　

８
月
19
日
㊐

　

午
前
８
時
30
分
受
け
付
け

午
前
９
時
開
始

　

社
会
体
育
館

　

ど
な
た
で
も
可
。定
員
な
し　

　

運
動
の
で
き
る
服
装
・
タ
オ
ル
・

水
筒

　

無
料

　

当
日
会
場
で
受
け
付
け

　

総
合
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
内
田
伸
一

☎
０
８
０
・
２
２
５
３
・
６
７
５
４

第
52
回
町
民
家
庭
婦
人

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

　

８
月
26
日
㊐

　

午
前
７
時
45
分
ま
で
に
受
け
付

け
、午
前
８
時
開
会（
吉
岡
中
体
育

館
）

ぐ
ん
ま
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
２
０
１
８

　

ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
を
通
じ

て
、シ
ニ
ア
世
代
の
健
康
の
保
持

増
進
と
交
流
、生
き
が
い
づ
く
り

を
推
進
し
ま
す
。

　

10
月
25
日
㊍

　

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
ぐ
ん
ま
総
合
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー
他

　

県
内
在
住
の
昭
和
35
年
４
月
１

日
以
前（
な
ぎ
な
た
は
昭
和
43
年

４
月
１
日
以
前
）に
生
ま
れ
た
人

で
、大
会
に
参
加
し
て
も
支
障
の

な
い
健
康
な
人

　

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、卓
球
、ペ
タ
ン

ク
、テ
ニ
ス
、ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
、剣
道
、弓
道
、グ
ラ

ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
、マ
ラ
ソ
ン
、水

泳
、ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、な
ぎ

な
た
、太
極
拳
、囲
碁
、将
棋
、健
康

マ
ー
ジ
ャ
ン（
17
種
目
）

※
１
人
１
種
目
参
加
可
能

　

無
料

  
大
会
な
ど
の
お
知
ら
せ

期時場定費申

期

期

時

場対種費 対

期

時場

スポーツの話題

吉岡町図書館   検　索 Click!

（文化センター内） ☎54-6767
図書館

佐川光晴／集英社

日の出

妖怪ウォッチ  1 

BEST 
（三浦大知）

半藤一利／祥伝社

明治維新とは
何だったのか

渡辺のぞみ／文響社

ママのゆるコツ事典

角田光代／角川春樹事務所

ボクシング日和

山村浩二／福音館書店

あのくもなあに？

富安陽子／福音館書店

菜の子ちゃんと
キツネ力士

TUPERA TUPERA／絵本館

こわめっこしましょ

なばたとしたか／ロクリン社

こびと桃がたり

新　着　紹　介
ＣＤ ・ DVD

児童向け（図書） わらべの会の読み聞かせ

パネルシアター
毎週土曜日　午前11時～

7/11日㊌・25日㊌
午前10時～

7/2㊊・9㊊・17㊋・18㊌・
23㊊・26㊍・30㊊・8/6㊊

休 館 日

問

期期 時時 場場 対対 種持 締申申 費
問

問

　　　　　　　＝費用　　 ＝申し込み　　 ＝締め切り　　 ＝問い合わせ先費 問締申

場



15 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
審
判
講
習
会

　

７
月
28
日
㊏

　

午
後
７
時
30
分
〜
９
時

　

明
治
小
体
育
館

　

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
に
興
味
が
あ
る

初
心
者
、愛
好
会
の
人
。

　

運
動
の
で
き
る
服
装
・
上
履
き

　

当
日
会
場
で
受
け
付
け

第
48
回
町
民
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

　

５
月
６
日
㊐
に
社
会
体
育
館
・

吉
岡
中
体
育
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
５
回
ス
カ
イ
ク
ロ
ス
大
会

　

５
月
21
日
㊊
に
上
野
田
公
園
芝

広
場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

野
球
連
盟
春
季
大
会

　

５
月
13
日
㊐
・
20
日
㊐
に
町
民

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
八
幡
山
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
教
室（
４
回
）

　
　

８
月
７
日
・
14
日
㊋（
午
後
７

時
30
分
〜
９
時
）、８
月
10
日
・
17

日
㊎（
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
）

　

三
津
屋
田
端
公
会
堂

　

運
動
の
で
き
る
服
装
・
タ
オ
ル
・

水
筒

　

無
料

　

当
日
会
場
で
受
け
付
け

　

総
合
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
内
田
伸
一

☎
０
８
０
・
２
２
５
３
・
６
７
５
４

  

教
室
の
お
知
ら
せ

  

大
会
結
果

　

社
会
福
祉
協
議
会

☎
54
・
３
９
３
０

　

７
月
27
日
㊎

　
（
公
財
）群
馬
県
長
寿
社
会
づ
く

り
財
団

☎
０
２
７
・
２
５
５
・
６
５
１
１

締期期 時
時

場場 対持持 申申 費問 申問

優　勝  北下自治会
準優勝  漆原東自治会
第３位  溝祭自治会・漆原西自治会

優　勝　須田フミエ
準優勝　小野里　章
第３位　柴崎智枝子優勝　川西レパーズ　　準優勝　㈱サンワ

優　勝  漆原西自治会
準優勝  下野田自治会
第３位  駒寄自治会・南下自治会

男子
の部

女子
の部

　より多くの人が読めるよう貸出期間は
１週間です。夏休み中は貸出が集中するの
で、早めのご利用をおすすめします。

課題図書が
そろいました!

図書館で使用していた
本を１人２冊プレゼン
トします。

ブックリサイクル
●7月28日㊏～
　なくなり次第終了
●9:00～18:00 
●図書館入口前

期

時

場

1日図書館員募集
●８月１日㊌・２日㊍・３日㊎

●10:00～12:00　●小学４～６年
生

●１日につき２人（先着順）

●７月14日㊏～
　図書館カウンターで受け付けます

。

　（電話不可）

時

定

申

対
期

ピアノと
おはなし会　

ピアノの生演奏（阿部篤志さん）に合わせ、
楽しい読み聞かせ（國分幸子さん）をします。

読み聞かせ・人形劇・雑誌の付録抽選会・
ブックコートサービスなど楽しい催しを用意していますので、
ぜひお越しください。
詳しくは、図書館に貼ってあるポスターをご覧ください。

●11：00～12：00（10：30開場）
●文化センター研修室　●100人　●入場無料
●７月14日㊏～
　図書館カウンターで受け付けます（電話可）

時

場 定 費

申

ください。

で
す。

ル

す。。。。

平成
30年度

漆原西自治会漆原西自治会

川西レパーズ川西レパーズ

北下自治会北下自治会

＝期日　　 ＝時間　　 ＝場所　　 ＝対象　　 ＝定員　　 ＝種目　　　　　　期 時 場 対 定 種



162018. ７

吉岡町 渋川署管内
発生件数
死 者 数
傷 者 数

78件（13）
0人（０）

103傷 者 数 人（21）

266件
0人

362人
平成30年１月１日～５月末日　（　）は前年比

人　口
男　性
女　性
世帯数

21,281人（８）
10,411人（６）
10,870人（２）
7,933戸（９）

平成30年6月１日現在（　）は前月比

役　　　場　　　 54‒3111
文化センター　　 54‒1161
文化財センター　 54‒9443
老人福祉センター 54‒3603
緑地運動公園　　 54‒1221

保健センター　　 54‒7744
図　書　館　　　 54‒6767
給食センター　　 54‒3225
リバートピア吉岡 55‒4126

◎渋川地区消防本部救急病院等案内テレホンサービス ☎23-0099　◎夜間急患診療所（19：00～23：00  年中無休）☎23-8899
◎よしおか健康NO.1ダイヤル24 ☎0120-026-1903　健康相談・医療相談など24時間年中無休・無料でお受けします。

（注意）（注意）・内科・外科・小児科のいずれかの医師が順番で担当しています。すべての病気・ケガに対応できない場合があります。番 担当し ます すべ 病気 ケガに対応 きな 場合があります内科 外科 小児科のいずれかの医師が順番順番
・変更になっている場合がありますので、医院へ確認してからお出かけください。   ※耳鼻科は診療時間が正午までです。

☎20‒5960

 7月 10：3０～ みんなあつまれ！10日㊋

１6：0０～ つくってあそぼう！23日㊊

ごみの出し方

休日当番医

人口

まちの電話帳 相談会

児童館

交通事故

燃えないごみ　第１・第３水曜日
カートリッジ、ガスボンベ、スプレー缶などは必ず穴をあけて、
燃えないごみへ出してください。割れビンも燃えないごみです。

分別ごみ　第２・第４水曜日（第５水曜日は休み）
ペットボトルは、識別表示マーク１が付いている
ものが対象です。（※ペンなどで記入したもの、
薬剤などを入れていたものは対象外です。）

粗大ごみ（２カ月に一度の回収です）
７月18日㊌

粗大ごみシール　１枚15円　

人権・行政・無料法律相談
○７月12日㊍、８月９日㊍
○13：30～15：30
　（法律相談は16時まで。要予約）
○老人福祉センター
○□健康福祉課 高齢福祉室
　　☎26‒2247（直通）
　□総務政策課 庶務行政室
　　☎26‒2240（直通）
　□社会福祉協議会
　　☎54‒3930
無料法律相談（要予約）
○７月26日㊍ ○19：00～
○弁護士
○隣保館 ☎54‒4692

こころの相談（要予約）
○○
7月19日㊍渋川保健福祉事務所
8月２日㊍吉岡町保健センター
○13：30～15：30
○精神科全般
○渋川保健福祉事務所（予約）
　☎22‒4166
妊娠・子育て中の女性の
こころの相談（要予約）
○○
7月18日㊌渋川保健福祉事務所
○9：30～10：30
○女性心理士による相談
　（秘密厳守）
○渋川保健福祉事務所（予約）
　☎22‒4166

 8：00～ 9：00  明治小学校東駐車場
10：30～11：30  群馬用水小倉調整池広場

期 期 場

時

内

問

問

内

時

期 場

時

場

問 人

行

法

開館時間
㊊～㊎  10：00～17：00
㊏　　  10：00～15：00　㊐・㊗は休館

英語あそび
10：30～

7月6・13・20日㊎

えくぼクラブ
10：30～

7月19日㊍ スイカ割り

内　　　科 外　　　科 耳　鼻　科 歯　　　科月 日

８
㊐

15
㊐

16
㊗

22
㊐

29
㊐

５
㊐

７

８

※

中野医院
渋川

22-1219

痛みのクリニック長谷川医院
大久保
30-5055

渋川市国保あかぎ診療所
赤城町
56-2220

森医院
石原

23-8733

小野上歯科診療所
村上

59-2493

神山内科医院
渋川

22-2181

榛東さいとう医院
榛東村
54-1055

井野整形外科リハビリ内科
南下

30-5255

ほしかわ歯科医院
石原

24-8835

本沢医院
石原

23-6411

赤城開成クリニック
赤城町
20-6500

渋川医療センター
白井

23-1010

山崎歯科医院
渋川

25-1184

川島内科クリニック
渋川

23-2001

岡本内科クリニック
大久保
20-5353

関口病院
渋川

22-2378

川島医院
渋川

22-2421

高橋歯科クリニック
行幸田
24-8211

湯浅内科クリニック
渋川

20-1311

大井内科クリニック
北下

30-5575

大滝クリニック
大久保
30-5800

いのうえ耳鼻咽喉科医院
有馬

30-1133

吉岡歯科クリニック
行幸田
24-8289

めぐみこどもクリニック
行幸田
30-2022

入内島内科医院
半田

60-7322

有馬クリニック
有馬

24-8818

森医院
石原

23-8733

K歯科医院
金井

22-2331

期 時

員

場

！

７月 Information



花と緑のぐんまづくりで啓発活動

　先日、家に帰る途中で、ある看板に気づきました。看板には「上野国分寺跡」と書かれていま
した。ちょっと気になったので、私はすぐ左に曲がって、探検しにいきました。
　駐車場で止まった後、短い橋を通って、静かな草原に着きました。草原の奥で、２つの大きな、
不思議な壁がありました。インフォメーションセンターが隣にあったので入ってみました。そこで、
上野国の国分寺は奈良時代に建てられた寺だと教わりました。元々七重の塔もあったようです
が、1380年頃までに全部なくなったそうです。今は、跡だけが残っています。
　日本の特別なところの１つは、歴史がすぐ傍にあることです。普通に運転し、散歩している時に、古い寺や神社や跡などを見つけ
られます。日本人にとって、それはたぶんすごく普段なことなのですが、私にとってはとても素晴らしいことです。いつでも新しく文
化的な場所を見つけられて、毎日が冒険みたいな感じがします。

古い寺や神社や跡などを見つけ

　町防犯委員会と吉岡町交番は５月５日㊏、花と緑のぐんまづく
りのイベント「警察・消防ふれあいフェスタ」で啓発物品を配布し、
来場者に詐欺被害の防止や防犯標語「いかのおすし」の周知を呼
びかけました。

東日本決勝大会で優勝の
石川さんが表敬訪問
　ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜東日本決勝
大会で、石川茉友夏さん（高３）が優勝し、表敬訪問されました。
今後は、７月５日～15日にアメリカのサンディエゴで行われる
世界ジュニアに日本代表選手として出場します。

園児交通安全教室
　６月２日㊏、町交通安全会は、文化センターで町内保育園・幼
稚園の年長園児と保護者を対象に、園児交通安全教室を実施
しました。群馬県警教育隊から横断歩道の渡り方などの交通ル
ールを学び、交通安全会女性部からは各園代表園児に靴下人
形が贈呈されました。また、教室終了後はパトカー・白バイの展
示が行われ、園児たちは大喜びでした。

先日、家に帰る途中で、ある看板に気づきました。看板には「上野国分寺跡」と書か
した。ちょっと気になったので、私はすぐ左に曲がって、探検しにいきました。

AAALLLTTTミミミシシシシェェェルルルのののの徒徒徒然然然日日日記記記

Michelle’s View themetheme テーマ “上野国分寺跡”テーマ “上野国分寺跡”

“Kōzuke Kokubun-ji Ruins”“Kōzuke Kokubun-ji Ruins”

東日本決勝大会で優勝
石川さんが表敬訪問

「優勝してきます！」と意気込む石川さん

17 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）



このコーナーでは友好都市大樹町の魅力を町民の皆さんに紹介します。

「親子で飛ばそう！
モデルロケット製作教室」

　宇宙交流センターＳＯＲＡのリ
ニューアルオープンを記念して「親
子で飛ばそう！モデルロケット製作
教室」が開催され、18組40人が参
加しました。モデルロケットは火薬
を動力とした高さ60cmほどの紙
製で、本物のロケットと同じ原理で
飛ばします。参加した親子は協力し
て組み立て、世界に一つだけのオリ
ジナルロケットを完成させました。
　最後に青空に向かって勢いよく
ロケットを飛ばすと、高さ150mま
で上昇、その後パラシュートを広げ
ゆっくり下降していきます。発射ボ
タンを押した親子からは、大きな歓
声が上がりました。

わが家の愛ドルを
　　募集しています
広報よしおかで我が子を紹介
してみませんか？
２歳以下のお子さんを募集中です。
郵送またはメールで受け付けています。
詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

▶問い合わせ先
総務政策課 庶務行政室
☎26 ２ー２４０（直通）

【お詫びと訂正】
　広報よしおか 6 月号２ページの「まち自慢フ
ォトコンテスト受賞作品発表」における優秀賞の
タイトルに誤りがありました。「落葉に染まる」と
表記されていますが、正しくは「落陽に染まる」
です。お詫びして訂正いたします。

日 月 火 水 木 金 土
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14

21

28
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11
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3
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１

8

15
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5

5
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26

2

9

4

11

18

25

8

3

10

17

24

31

7

2

9

16

23

30

6
　定例農業委員会
　人権・行政・
　無料法律相談

　証明発行
  （町民サービス室）
　延長午後６時まで

　定例農業委員会
　１歳６カ月児健診

　母乳相談
　子育て相談会
　人権・行政・
　無料法律相談

　障害福祉
　なんでも相談室

　子育て相談会
　骨を丈夫にする
　運動教室

　骨を丈夫にする
　運動教室

　３歳児健診
　ことばの相談

　３～４カ月児健診

　総合健診
　無料法律相談 　総合健診わくわくあそび

　子育て相談会
　骨を丈夫にする
　運動教室

内容が変更になる場合もありますので、確認をしてからお出かけください。

　総合健診
　健康相談
　母子手帳交付

　証明発行
  （町民サービス室）
　延長午後６時まで

　１歳６カ月児健診
　運動発達の相談

　10～11カ月児健診
　運動発達の相談

無料税務相談

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部） 分別ごみ（全域） 燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

燃えるごみ（東部）

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

分別ごみ（全域）

分別ごみ（全域）

燃えないごみ（全域）

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部） 燃えるごみ（西部） 燃えるごみ（東部）

山の日

海の日

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
　　　 …１期納期限

広報７月号発行日

広報８月号発行日

　健康相談・
　母子手帳交付

　　 ３歳児健診
　骨を丈夫にする
　運動教室

固定資産税
…２期

※保健センター事業の詳細については、広報６月号1２ページをご覧ください。

役場　　保健センター　　老人福祉センター　　隣保館実施場所

燃えないごみ（全域）
粗大ごみ（北下・上野田）
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７月～ よしおかススケジュュールカレンンダーー


